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秋
田
県
介
護
医
療
院
の
施
設
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

秋
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県
知
事
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秋
田
県
規
則
第
十
六
号

秋
田
県
介
護
医
療
院
の
施
設
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
秋
田
県
介
護
医
療
院
の
施
設
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
三
十
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
五
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
）

第
二
条

条
例
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ム

二

洗
面
所

三

便
所

四

サ
ー
ビ
ス
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

五

洗
濯
室
又
は
洗
濯
場

六

汚
物
処
理
室

２

条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

談
話
室
は
、
入
所
者
同
士
又
は
入
所
者
と
そ
の
家
族
が
談
話
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。

二

食
堂
は
、
内
法
に
よ
る
測
定
で
、
入
所
者
一
人
当
た
り
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
す
る
こ
と
。

の
り

三

浴
室
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
。

㈠

身
体
の
不
自
由
な
者
が
入
浴
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈡

一
般
浴
槽
の
ほ
か
、
入
浴
に
介
助
を
必
要
と
す
る
者
の
入
浴
に
適
し
た
特
別
浴
槽
を
設
け
る
こ
と
。
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四

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ム
は
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
た
め
に
十
分
な
広
さ
を
有
し
、
必
要
な
備
品
を
備
え
る
こ
と
。

五

洗
面
所
は
、
身
体
の
不
自
由
な
者
が
利
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

便
所
は
、
身
体
の
不
自
由
な
者
が
利
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
の
施
設
）

第
三
条

条
例
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

サ
ー
ビ
ス
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

二

洗
濯
室
又
は
洗
濯
場

三

汚
物
処
理
室

２

条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

㈠

条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
室
（
以
下
単
に
「
共
同
生
活
室
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ

と
。

⑴

い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
者
が
交
流
し
、
共
同
で
日
常
生
活
を
営
む
た
め
の
場
所

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
形
状
を
有
す
る
こ
と
。

⑵

一
の
共
同
生
活
室
の
床
面
積
は
、
二
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
共
同
生
活
室
が
属
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
定
員
を
乗
じ
て
得
た
面

積
以
上
を
標
準
と
す
る
こ
と
。

⑶

必
要
な
設
備
及
び
備
品
を
設
け
る
こ
と
。

㈡

洗
面
所

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
。

⑴

療
養
室
ご
と
に
設
け
、
又
は
共
同
生
活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
こ
と
。

⑵

身
体
の
不
自
由
な
者
が
使
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
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㈢

便
所

療
養
室
ご
と
に
設
け
、
又
は
共
同
生
活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
こ
と
。

二

浴
室
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
。

㈠

身
体
の
不
自
由
な
者
が
入
浴
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈡

一
般
浴
槽
の
ほ
か
、
入
浴
に
介
助
を
必
要
と
す
る
者
の
入
浴
に
適
し
た
特
別
浴
槽
を
設
け
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


